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（千円）府費

地域福祉

健康で生き生きと暮らせるやさしいまち

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を各中学校区に配置することにより、地域における高齢者・障害
者・児童などの社会的援護を要する人たちの把握、見守り体制を実施するとともに課題の発見と専門機関へのつ
なぎ役となり、健康福祉セーフティネットの構築を図ることを目的とする。平成22年度現在3箇所に配置してい
る。
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羽曳野市地域福祉計画、羽曳野市民福祉活動計画
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関連する計画等

意図（どういう状態にしたいのか）

要援護者またはその家族

保健福祉部福祉総務課

072‐958‐1111　

地域福祉を推進するための基盤づくり

事
業
の
目
的 地域の要援護者等の福祉の向上と自立生活の支援のための基盤づくりを行う。

連絡先 内線 1121

576人件費【2】

事業開始時から
の状況変化

ふれあいネット雅びなどとの連携で少しずつ地域に入っているが、１人で複数区を受け持っているため十分な活
動ができない。開始時1名から現在は3名に増員している。平成21年度より委託料の見直しを実施した。
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拡大・充実 現状維持 方法改善

民営化・民間委託 縮小 廃止・休止 完了

上位の施策（目的）への貢献度が高い事業である

市民ニーズに比較してサービスの供給過剰となっていない

簡略化できる方法や手段がない

人員を削減する余地がない

事業を休止、廃止した場合の影響度が大きい

緊急性が認められる

協働性

達成度

成果指標の目標値は適正である

成果指標の実績値は目標値以上である

成果指標は前年度より向上している

事業の実施に向けて、市民と情報の共有が図られている

事業の実施に市民の参加、協力が得られている

効率性

分析・評価の説明

事業の企画、立案に市民が参加している

事業の実施について積極的に市民の意見を反映している

事業費を削減する余地がない

市の他事業と重複していない

受益者負担の割合は適当である

民間活力（民間委託、NPO、ボランティア、PFIなど）の活用について
検討の余地がない

市民の視点にたってサービスが提供されている

単位コストが適切である（経年、他市比較など）

成果を向上させる余地がない

分
析
・
評
価

市民ニーズが高い

社会情勢の変化に対応している

他市の水準と比較しても、対象範囲や水準を見直す必要がない

国・府の事業と重複していない

○

視点

妥当性

有効性

○

1
法令上
の義務

3
最低限
の生活
水準を
確保

○

市民の
不安を
解消

上位の施策（目的）が明確である

受益者
が不特
定多数

4

分析のためのチェック点

82 6 7
社会的
経済的
弱者を
対象

はい いいえ
該当
なし

実施主体は民間である
が、それを裏付ける政策
についての連絡・調整に
ついて市が積極的にかか
わる必要がある。

5
市の特
色等を
市内外
へ発信 有

第三者
にも受
益があ
る

必要性

民生委員・地域住民・ボランティアと関わ
りあいながらコーディネータ-的役割を果た
していく必要があり、現在そうした協働を
中心として活動を続けている。

まだ完全配置がされていないため、全市的
に見るとまだ充分ではない。発展途上の施
策である。

分析・評価の説明9

市地域福祉活動計画のなかでも重要なしく
みとして考えられている、ＣＳＷの配置に
より、羽曳野市のセーフティネットの役割
を担う重要な施策のひとつとして考えられ
る。
現在、１人で複数区を受け持っているが、
平成23年度からの、ふれあいネット雅びな
どの対象者拡大（高齢者中心からすべての
要援護者）もあり、十分な活動とはなって
いない。
すでに、業務は委託されており、民間のノ
ウハウの豊富な事業主体により、他の市福
祉サービスの連携も前提として実施されて
いるため、効率性は高い。

市地域福祉活動計画のなかでも重要なしく
みとしてある、ＣＳＷの配置により、羽曳
野市のセーフティネットの役割を担う重要
な施策として考えられる。

高齢者、障害者、子どもなどの分野に関わらず相談を受け、その人が家族が必要とする援助内容に応じて、関
係機関と協力しながらサービスを調整し提供するものである。
１人で複数区を受け持っているが、ふれあいネット雅びなどの対象者拡大（高齢者中心からすべての要援護
者）もあり、十分な活動とはなっていない。

評価市
の
関
与
の
必
要
性

○

民間だ
けでは
負担しき
れない

民間だ
けでは
供給不
足

市の関与が必要な理由

完了

評価の理由

拡大・充実 現状維持 方法改善 民営化・民間委託

担
当
部
局
評
価

行
革
本
部
評
価

今後に向けて（取組方針、具体的な改善改革案など）

第2期地域福祉計画では市内３か所の中間エリアに各２名以上、合計６名以上の配置をめざしているが、現行の財政事情か
らは、増員は非常に厳しい状況であるため、地域福祉セーフティネットの構築を図るため現在の３名が有効に活動できる
よう支援していく。本事業については大阪府においてもその必要性等について精査検討され、今後も必要であるとの見解
が出ており、当市としても地域福祉の向上には不可欠な事業と考えている。

総合評価 評価理由・意見

総合評価

縮小 廃止・休止


